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第１章 事業概要 

 

１．目的 

「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 108 号。以
下「再エネ特措法」という。）の施行により、再生可能エネルギーで発電した電気を一定期間、
一定価格で電力会社が買い取るＦＩＴ制度に加え、新たなＦＩＰ制度（売電収入が市場価格に連
動する固定価格買取制度）が導入され、さらに、発電設備の廃棄等費用の積立ての義務化やＦＩ
Ｔ制度又はＦＩＰ制度の認定後に発電設備の運転が開始されない場合に認定が失効する失効制度
が創設されるなど制度が高度化しており、再生可能エネルギー発電事業計画の認定の実務におい
て再エネ特措法に基づいた認定基準を満たした申請であるかを判断する近畿経済産業局エネルギ
ー対策課（以下「担当課」という。）の業務は拡大している状況である。 

また、再エネ特措法においては、認定事業者に対し、発電設備への標識及び柵塀等の設置を義
務付けており、これらを設置していない事業者に対しては、必要に応じて不適切事案として指導
を行ってきている。しかしながら、未だ標識や柵塀等が未設置あるいは不適切な設置事例の情報
が引き続き多く寄せられている。 

加えて、令和６年４月１日付で再エネ特措法が改正され再エネ特措法及び同法施行規則に基づ
き事業計画の認定の申請を行う発電事業者及び同法認定事業者（以下「再エネ特措法発電事業
者」という。）は、事業計画認定申請の３ヶ月前までに地域住⺠に対する説明会を実施すること
が認定要件として義務づけられたが、現状では地域住⺠への真摯な説明の不⾜や⾃治体への相談
が不十分なことから地域との間でトラブルとなっている案件も散見される。 

このため、再エネ特措法に関する案件の厳格な規律強化が求められ、トラブルが生じている事
案については、地域と共生して⻑期安定的に電力を供給できるよう、立地⾃治体と連携し再エネ
特措法発電事業者にトラブル収束に向けた取組を促すとともに、関係法令等への違反が確認され
た場合には、不適切な事案として、再エネ特措法に基づく報告徴収、立入検査、指導、改善命
令、認定取消し等の厳格な対応を行う必要がある。更に今後発生しうる不適切な事案を未然に抑
止する観点からも、現状の不適切な事案の発生原因を調査し、不適切な事案の発生を防止する方
策も検討することが望ましい。 

本事業は、認定事業者の発電事業計画に関するトラブル等の相談窓口を設置し、情報提供を受
けるとともに、事実確認、改善に向けた連絡調整等を迅速に対応できる体制を構築することによ
り、担当課の再エネ特措法執行における業務負担を含めた社会全体のトータルコストの削減、不
適切な事案の早期問題解決プロセス構築に資する改善策の提案・実行・調査を行うことを目的と
する。 
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２．実施概要 

本事業では、担当課における不適切な案件や各種問合せ対応の業務支援を通じて、業務プロセ
スを把握し、改善提案をとりまとめ、その実行を担い、改善効果検証のとりまとめを行った。ま
た、地域における再エネの適正導入に関する情報連絡会の開催等を行った。 

なお、事業の実施に当たり、担当課と全体方針や計画の策定、進捗の確認、業務支援内容や現
状整理、要員配置調整など担当課と連絡を密にとり、各段階で十分に協議し、決定した。主な実
施概要は以下のとおり。 
１．認定事業者の発電設備に係る不適切事案等の情報提供を受ける窓口の設置 
２．窓口で寄せられた情報内容の整理・確認及び連絡調整 
３．現地調査 
４．地域における再エネの適正導入に関する情報連絡会の開催 
（１）情報連絡会の開催 
（２）事前アンケートの実施 
（３）先進事例ヒアリング 
 
また、本業務の進捗状況について月 1 回程度定期会議を通じて担当課に報告した。 
【定例会議の開催】 
■第 1 回：令和６年 6 月 21 日（金）13:30〜15:30／オンライン形式 
■第 2 回：令和 6 年７月 19 日（金）15:00〜16:30／オンライン形式 
■第 3 回：令和６年８月６日（火）15:00〜16:30／オンライン形式 
■第 4 回：令和６年 9 月 13 日（金）15:00〜16:30／オンライン形式 
■第 5 回：令和６年 10 月 18 日（金）15:00〜16:30／オンライン形式 
■第 6 回：令和６年 12 月 3 日（火）15:00〜16:30／オンライン形式 
■第 7 回：令和７年 1 月 8 日（水）15:00〜16:30／オンライン形式 
■第 8 回：令和７年 2 月 12 日（水）16:00〜17:30／オンライン形式 
■第９回：令和７年 3 月 18 日（火）10:00〜11:30／オンライン形式 
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（２）通報等への対応に向けたマニュアル等の整備 
センターへの通報等に対する対応について、担当課と協議の上、対応の手順を「不適切案件対

応マニュアル」（以下、「マニュアル」という）として取りまとめた。また、手順の円滑な進行、
並びに対応事例の蓄積のため、データベースシステムを構築した。 

 
①不適切案件対応マニュアル 

本年度の事業実施体制に基づき、センター及び担当課の役割分担を取り決めた上で、対応の工
程を下記のとおり整理した。 

 
図表 1-3 不適切案件対応の工程 

※本図表では「通報等」を「情報提供」と表記している 
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②データベースシステム 
不適切案件対応マニュアルに取り決めた手順を踏まえ、下記構成のデータベースシステムを構

築した。 
 

図表 1-4 本業務において構築したデータベースの構成 
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E24-0085 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 標識の情報不足, 雑草の繁茂 

E24-0086 兵庫県 50kW 以上 1000kW 未満 標識の誤情報, 土砂流出 

E24-0087 京都府 50kW 以上 1000kW 未満 地番の越境, 道や水路を断りなく破壊, 工事資材

の放置 

E24-0089 京都府 10kW 以上 50kW 未満 標識の誤情報, 地番の越境, 登録情報未変更 

E24-0090 京都府 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置 

E24-0091 京都府 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置 

E24-0092 京都府 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の設置不十分, 標識の未設置, 雑草の繁茂 

E24-0093 京都府 10kW 以上 50kW 未満 土砂流出 

E24-0094 大阪府 10kW 以上 50kW 未満 雑草の繁茂 

E24-0096 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 標識の誤情報, 危険立入禁止の掲示なし, 登録情

報未変更 

E24-0097 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置, 危険立入禁止の掲示なし 

E24-0099 京都府 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の設置不十分, 標識の未設置, その他 

E24-0100 奈良県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置, 雑草の繁茂, その他 

E24-0101 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 関係法令・条例違反等 

E24-0102 奈良県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の設置不十分, 標識の未設置 

E24-0103 奈良県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置 

E24-0104 奈良県 50kW 以上 1000kW 未満 標識の未設置 

E24-0106 奈良県 10kW 以上 50kW 未満 標識の情報不足, 雑草の繁茂 

E24-0107 奈良県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置,危険立入禁止掲示なし 

E24-0108 奈良県 50kW 以上 1000kW 未満 標識の情報不足, 雑草の繁茂 

E24-0110 京都府 50kW 以上 1000kW 未満 標識の情報不足, 里道払下げにかかる行政手続き 

E24-0111 和歌山県 50kW 以上 1000kW 未満 標識の情報不足 

E24-0113 和歌山県 10kW 以上 50kW 未満 標識の情報不足 

E24-0115 和歌山県 10kW 以上 50kW 未満 標識の情報不足, 雑草の繁茂 

E24-0116 和歌山県 10kW 以上 50kW 未満 雑草の繁茂, 危険立入禁止掲示なし 

E24-0119 和歌山県 50kW 以上 1000kW 未満 標識の情報不足, 雑草の繁茂 

E24-0121 京都府 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置, 雑草の繁茂 

E24-0122 京都府 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置, 雑草の繁茂 

E24-0123 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置, 雑草の繁茂 

E24-0124 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の設置不十分, 標識の未設置 

E24-0125 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置 

E24-0127 兵庫県 50kW 以上 1000kW 未満 標識の情報不足, その他 

E24-0128 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 標識の情報不足 

E24-0129 兵庫県 50kW 以上 1000kW 未満 雑草の繁茂 

E24-0130 兵庫県 50kW 以上 1000kW 未満 標識の情報不足, その他 
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E24-0131 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の設置不十分, 標識の情報不足, 危険立入禁

止掲示なし 

E24-0135 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 標識の情報不足, 雑草の繁茂 

E24-0136 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 標識の情報不足と破損, 雑草の繁茂, その他 

E24-0171 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置 

E24-0172 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の未設置, 標識の情報不足 

E24-0173 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置 

E24-0174 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置 

E24-0175 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 標識の未設置, 危険立入禁止の掲示なし 

E24-0178 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の未設置, 標識の未設置 

E24-0179 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の未設置, 標識の未設置 

E24-0180 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の設置不十分, 標識の情報不足 

E24-0181 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の破損, 標識の未設置, 雑草の繁茂, その他 

E24-0182 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の破損, 標識の未設置, 雑草の繁茂, その他 

E24-0183 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の破損, 標識の未設置, 雑草の繁茂, その他 

E24-0184 滋賀県 10kW 以上 50kW 未満 柵塀の破損, 標識の未設置, 雑草の繁茂, その他 

E24-0185 和歌山県 不明 Nonfit、危険な地域での説明不足での設置計画 

E24-0186 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 その他 

E24-0188 京都府 不明 土砂流出 

E24-0189 奈良県 不明 土砂流出 

E24-0190 京都府 10kW 以上 50kW 未満 説明会なく民家より数メートル先に設置 

E24-0191 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 雑草の繁茂, 条例に基づく報告書未提出 

E24-0192 兵庫県 10kW 以上 50kW 未満 雑草の繁茂, 条例に基づく報告書未提出 
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③「地域共生再生可能エネルギー発電設備導入実態調査事業」により抽出された案件の対応 
資源エネルギー庁及び経済産業省の実施する「地域共生再生可能エネルギー発電設備導入実態

調査事業」において抽出された案件に係る対応を下記のとおり実施した。 
 
１）調査結果通知書の送付先の確認 
担当課より提供を受けた調査結果通知書、及びその発送先リストに基づき、リストに記載され

た発送先の確認を電話連絡により実施した。 
■発送先の確認実施件数（確認の出来なかったものを含む）：96 件 
 
２）調査結果通知書の発送 
発送先の確認できた送付先に対して、調査結果通知書をメール又は郵送により発送した。 
■発送数：92 件 
 
３）案件対応 
発送した案件のうち、発電事業者からの対応報告の必要とされる案件、または必要でなくとも

対応報告のあった案件について、対応報告の授受や問合せ対応等の案件対応を実施した。 
■対応数：41 件 
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（４）不適切案件の分析 
本年度発生した不適切案件について、発生地点や各種属性等に関する集計と分析を実施した。 

※分析対象は、令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 3 月 19 日の間でセンターが対応を行った案件で
ある。近畿経済産業局の対応案件から、センターが対応できるものとして選別が為されている
ことに注意が必要である。また、「地域共生再生可能エネルギー発電設備導入実態調査事業」
により抽出された案件は分析対象としていない。 

 
 

①属性別の整理 
〔通報（情報提供）の経緯〕（単一選択） 
・「⾃治体」（41.2%）が最も多く、「局」(38.8%)が続いた。 
・なお、「近隣住⺠等」の中には⾃治体から CC 窓口を紹介されたケースが複数有り、⾃治体が

対処に困っている状況が散見された。 
・「その他」は現地調査に伴い、抽出された案件である。 
 

図表 1-7  通報（情報提供）の経緯（表・グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
〔発電出力〕（単一選択） 
・「10kW 以上 50kW 未満」（80.0%）が最も多く、「50kW 以上 1000kW 未満」（14.1%）が続い
た。 

図表 1-8  発電出力（表・グラフ） 

 

 

  

〇情報提供の経緯（情報提供者の属性） n= 85

No 項目 実数 割合
1 局 33 38.8%

2 自治体 35 41.2%

3 その他公共団体 0 0.0%

4 近隣住民等 8 9.4%

5 その他 9 10.6%

85 100.0%計

〇発電出力 n= 85

No 項目 実数 割合
1 10kW未満 0 0.0%

2 10kW以上50kW未満 68 80.0%

3 50kW以上1000kW未満 12 14.1%

4 1000kW以上2000kW未満 1 1.2%

5 2000kW以上 0 0.0%

6 設備情報なし 4 4.7%

85 100.0%計
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〔事業者の所在地〕（単一選択） 
・発電事業者においては、37.6%が同府県内に、38.8%が近畿内に所在した。首都圏（10.8%）の

発電事業者も一定存在する。 
・保守点検責任者においては、27.1%が同府県内に、28.2%が近畿内に所在した。 
 

図表 1-9  事業者の所在地（表・グラフ） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
〔設備の運営方法〕（単一選択） 
・専門事業者による委託運営が 0%であることを除いて、いずれの運営方法も均等に分布した。 
 

 

図表 1-10  設備の運営方法（表・グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「専門事業者」とは再エネ関連事業を軸としている事業
者をイメージしており、自社 HP 等においてそのよう
に標榜している場合に判定している。 

〇事業者の所在地 n= 85

実数 割合 実数 割合
1 ごく近隣 1 1.2% 2 2.4%

2 同府県内 32 37.6% 23 27.1%

3 同一地方内（近畿内） 33 38.8% 24 28.2%

4 同一地方外（首都圏） 9 10.6% 2 2.4%

5 同一地方外（その他） 6 7.1% 3 3.5%

6 不明 4 4.7% 31 36.5%

85 100.0% 85 100.0%

発電事業者 保守点検責任者
項目No

計

〇設備の運営方法 n= 85

No 項目 実数 割合
1 専門事業者による直接運営 15 17.6%

2 専門事業者による委託運営 0 0.0%

3 非専門事業者による直接運営 13 15.3%

4 非専門事業者による委託運営 12 14.1%

5 個人による直接運営 14 16.5%

6 個人による委託運営 12 14.1%

7 その他 0 0.0%

8 判定できず 17 20.0%

9 事業者情報無し 2 2.4%

85 100%計
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〔不適切性〕（複数選択） 
・「柵塀」関連（下表 01-1〜3）が 23.5%、「標識」関連（下表 01-4〜7）が 80.0%であり、多く

の不適切案件にこれらの項目が含まれている。 
・メンテナンス関連（下表 2-1〜6）においては、「02-1̲雑草の繁茂」（40.0%）が他の項目に比

べ多数を占める。 
・上記以外では、「04̲対話不⾜」（7.1%）がやや目立つ。今年度より導入された説明会及び事前

周知措置に係る、「11̲説明会及び事前周知不適切」は 0%であった。 
・「その他」の内容は下記のとおり。 

− 標識記載の情報と公開情報とが異なっているが、どちらが正しい情報なのか発電事業者か
ら聴取出来ていない。 

 

図表 1-11  不適切性（表・グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇不適切性 n= 85

No 項目 実数 割合

1 01-1_柵塀の未設置 8 9.4%

2 01-2_柵塀の設置不十分 8 9.4%

3 01-3_柵塀の破損 4 4.7%

4 01-4_標識の未設置 43 50.6%

5 01-5_標識の誤情報 7 8.2%

6 01-6_標識の情報不足 18 21.2%

7 01-7_標識の破損 2 2.4%

8 02-1_雑草の繁茂 34 40.0%

9 02-2_パネルの破損 1 1.2%

10 02-3_その他設備の破損 1 1.2%

11 02-4_土砂流出 4 4.7%

12 02-5_工事残置物の放置 0 0.0%

13 02-6_その他危険な状況の放置 1 1.2%

14 03_廃棄 0 0.0%

15 04_対話不足 6 7.1%

16 05_関係法令・条例違反等 4 4.7%

17 06_構造強度不足 0 0.0%

18 07_パネル飛散 0 0.0%

19 08_未稼働措置逃れ 0 0.0%

20 09_太陽光無断増設 0 0.0%

21 10_分割・土地権原 0 0.0%

22 11_説明会及び事前周知不適切 0 0.0%

23 12_認定事項の逸脱 3 3.5%

24 99_その他 18 21.2%

162計
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②不適切案件の分析 
・不適切案件の多くは⾃治体によって発見され、CC に通報が為された。 
・発電出力別に見ると、10kW 以上 50kW 未満の設備が最も多く、50kW 以上の設備の 4 倍であ

った（ただし、近畿地域全体の設備件数を考えると、10kW 以上 50kW 未満の設備件数は
50kW 以上の設備件数 15 倍ほど存在し、前者が多数潜在している可能性がある）。 

・発電事業者と保守点検責任者の所在地と発電設備の位置関係について確認すると、両社とも多
くが近畿地域内に所在し、遠方に所在するケースは少なかった。なお、発電事業者が首都圏に
所在する場合がやや多く見られた。 

・設備の運営方法に特段の傾向は見られず、運営方法に寄らず、不適切案件は発生する可能性が
ある。 

・不適切性を見ると、8 割の案件が「標識」、2 割の案件が「柵塀」、4 割の案件が「雑草の繁
茂」関連の問題であり、これらはガイドライン違反として指摘しやすい問題である。困難な不
適切性を抱える問題は 1 割程度だった。 
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（５）不適切案件対応の分析 
センターにおいて実施した不適切案件対応について、対応方法や対応に掛かった連絡回数につ

いて、集計と分析を実施した。 
対応方法については、弊社の仮説である下記「不適切案件対応の類型」に基づき、集計と分析

を実施した。 
 

図表 1-12  不適切案件対応の類型（図・表） 

 
※分析対象は、令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 3 月 19 日の間でセンターが対応を行った案件で

ある。近畿経済産業局の対応案件から、センターが対応できるものとして選別が為されている
こと、85 件中 37 件が対応を継続中であり、実際の連絡回数は今後増加することに注意が必要
である。また、「地域共生再生可能エネルギー発電設備導入実態調査事業」により抽出された
案件は分析対象としていない。 

※85 件中、発電事業者側の対応者が同一であり、同時に対応可能な案件が複数件存在した。こ
のため、実質的な対応の数は 78 件に圧縮される。本集計・分析は、この 78 件を⺟数として
実施する。 
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①1 件あたりの対応に要した連絡回数 
・「類型①マニュアル対応」（73.1%）が最も多く、「類型②国による対応要請」(15.4%)、「類型

③コミュニケーション支援」（9.0%）、「類型④個別調査対応」（2.6%）であった。 
 
 

図表 1-13  不適切案件対応の類型（表・グラフ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◯不適切案件対応の類型 n= 37
No 連絡回数 案件数 割合

1 類型①マニュアル対応 57 73.1%
2 類型②国による対応要請 12 15.4%
3 類型③コミュニケーション支援 7 9.0%
4 類型④個別調査対応 2 2.6%

78 100%合計
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②不適切案件対応の類型別の 1 件あたりの対応に要した連絡回数 
・全体の平均値は 14.62 回であり、凡そ平均値以下となる 15 回未満が 62.8%だった。 
・類型①マニュアル対応では、平均値は 12.28 回、15 回未満が 68.4%だった。 
・類型②国による対応要請では、平均値は 28.75 回、15 回未満が 25.0%だった。 
・類型③コミュニケーション支援では、平均値は 5 回、15 回未満が 100.0%だった。なお、当該

対応 7 件のうち 3 件は通報等の発生が 2 月以降であり、詳細について情報提供者が情報収集を
行っている段階である。 

・類型④個別調査対応は、今年度は 2 件のみであり、それぞれ 48 回、18 回であった。 
 

図表 1-14  「不適切案件対応の類型」別の 1 件あたりの対応に要した連絡回数 
（表・グラフ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

○類型ごとの連絡回数 ｎ= 37

案件数 割合 案件数 割合 案件数 割合 案件数 割合 案件数 割合
1 ~4回 16 20.5% 10 17.5% 1 8.3% 5 71.4% 0 0.0%
2 5~9回 13 16.7% 11 19.3% 1 8.3% 1 14.3% 0 0.0%
3 10~14回 20 25.6% 18 31.6% 1 8.3% 1 14.3% 0 0.0%
4 15~19回 7 9.0% 5 8.8% 1 8.3% 0 0.0% 1 50.0%
5 20~24回 11 14.1% 7 12.3% 4 33.3% 0 0.0% 0 0.0%
6 25~29回 5 6.4% 5 8.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
7 30~34回 1 1.3% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0%
8 35~39回 1 1.3% 1 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
9 40~44回 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0%

10 45~49回 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
11 50回~ 3 3.8% 0 0.0% 3 25.0% 0 0.0% 0 0.0%

78 100.0% 57 100.0% 12 100.0% 7 100.0% 2 100.0%合計

類型④個別調査対応
連絡回数No

全体 類型①マニュアル対応 類型②国による対応要請 類型③コミュニケーション支援
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③不適切案件対応の分析 
・類型①マニュアル対応及び、類型②国による対応要請に係る案件は全体の 9 割を占める。類型

①マニュアル対応においては、連絡回数ベースで平均値以下の回数となっている場合が 7 割を
占める。類型②国による対応要請においては、連絡回数が非常に多くなっているが、うち 50
回以上の連絡回数となっている 3 件は、相手への連絡が繋がらず、繰り返し連絡を行ったため
に平均値のつり上がったものである。この 3 件を除くと、平均値は 17.77 回まで下がる。これ
らの類型は共に法令違反が明確なものであり、マニュアルの整備やノウハウの蓄積がしやす
く、今後も対応の効率が高まっていくものと思われる。 

・類型③コミュニケーション支援及び、類型④個別調査対応は残りの 2 割を占める。これらの類
型は、共に法令違反に当たるか不確かなものである。 

・類型③コミュニケーション支援では、今年度は対応が継続中のものもあり、連絡回数は抑えら
れている。内容としては、計画段階の設備に対して不安が感じられており、具体的な問題が生
じているわけではないもの、近隣住⺠と発電事業者が対立しており、発電事業者が対応を妨害
されていると主張するものなどがある。後者においては⾃治体からも情報収集を行い、事実確
認を実施すると共に、発電事業者に妨害があればセンターに連絡するよう伝え、是正対応を促
している。 

・類型④個別調査対応では、FIT 制度を利用しない事業に係る案件等が発生した。法令違反の有
無の確認を含め、担当課の判断を仰ぎながら対応を実施している。 

・今後の不適切案件対応に対して本集計における各類型の偏りから検討すると、類型①及び②を
適用するべき案件の抽出、及び対応体制の整備・効率化がまず推進されるべきと考える。今年
度実施された「地域共生再生可能エネルギー発電設備導入実態調査事業」はその一環であり、
こういった取組により、不適切案件の大部分への対応が出来るものと思われる。一方で、類型
③及び④を適用するべき案件は、近隣住⺠等の不安や苦痛が大きくなりがちであり、対応の困
難なトラブルに発展する場合も懸念される。こちらの抽出・対応に係る施策も、併せて検討し
ていくことが求められると考える。  
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（６）不適切案件の円滑な対応に向けたスキーム構築 
今年度のセンター運用経験を踏まえて、担当課及び⾃治体との連携の円滑化に向けて、弊社仮

説である「不適切案件対応の類型」を旨とするスキームを提案する。また、当該スキームを前提
とした将来的な情報発信の在り方についても提案する。 
 
①担当課との連携 

今年度の不適切案件対応は、担当課とセンターで担当を分担し、それぞれの最新状況を逐次共
有しながら進めた。このメリットは、担当課において管理の容易なことであり、両者間の案件の
引継ぎもスムーズに実施出来た。 

このような連携に当たっては、担当課とセンター間の情報のやり取りを出来るだけ頻繁に行え
るようにすることが必要である。 

一例として、今年度当センターでは下記の機能を持ったシステムをセンター内に新たに構築
し、当該システムから出力する帳票を基に、担当課との日々の情報共有を実施した。 
 
■センターの構築したシステムの機能 
・不適切案件の情報蓄積 
・不適切案件対応の進捗管理と履歴の蓄積 
・担当課との連携に適切な帳票類の出力 
 
②⾃治体との連携に向けた枠組み 

⾃治体との連携に当たっては、不適切案件対応に必要な機能や権限を精査し、各案件の性質を
踏まえて適切な機関に担当を割り振ることが基本であると考える。 

その点を踏まえて、不適切案件対応の類型、並びに対応方法と対応者案を整理したものが 16
頁に掲載する「図表 1-13  不適切案件対応の類型」である。 

この中で、類型①②の対応は法令違反の明らかなものであり、⾃治体を含む、各法令を所管す
る機関にスムーズに対応を割り振れるよう、情報提供を行い、考え方を共有していく必要がある
ものと考える。当対応を適用すべき案件が不適切案件の大多数であると考えられ、負担の軽減、
分散を積極的に推進すべきものである。 

類型③④は法令違反の不確かなものであり、個別の性質によって適切な対応機関が定まると思
われるが、まずは国による対応が求められるところと考える。 
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４．地域における再エネの適正導入に関する情報連絡会の開催 

太陽光発電をはじめとする再エネの導入拡大が進む中、安全面、防災面、景観や環境への影
響、将来の廃棄等に対する地域の懸念が高まっている。他方で、「再エネ設備と蓄電池を活用し
て街全体に電力を供給、災害時には非常電源としての使用を想定する」「太陽光パネル設備を屋
根代わりにして適度な日陰を作り、農作物を栽培する」など地域に根差した再エネ発電事業とし
て、エネルギーの地産地消、地域のレジリエンス強化、地域循環型といった要素を持つ分散型エ
ネルギーシステムを構築している事例も生まれつつある。 

こうした課題への対応や新しい動きについて、事例等の情報収集を行い、管内⾃治体の担当者
と情報共有・議論する会議（以下「情報連絡会」という。）を開催した。 

また、情報連絡会に向けた情報収集、再エネ導入・推進にかかる事例発掘を目的とした事前ア
ンケートや事例調査を目的とした先進事例ヒアリングを実施した。 
 
（１）情報連絡会の開催 

福井県と和歌山県で各１回、管内⾃治体の担当者と情報共有・議論する情報連絡会を開催し
た。 

 
①開催概要 

会議名称： 令和６年度情報連絡会：再エネを活用したまちづくりの未来 
〜地域経済の活性化と共に〜 

開催地： 福井県と和歌山県で各１回 
開催時期： 令和６年 11 月 
対象： 管内府県・市町村の職員 
各回出席者数：30 名程度 
開催方法： 対面とオンラインによるハイブリッド開催 

 
②開催準備 

プログラムの検討、会場の手配及び運営に係る調整、発表者への依頼・調整、資料作成・印刷
等を実施した。また、以下の方法で参加申込を受け付けた。なお、出席案内（（⾃治体へのダイ
レクトメール等による案内文の送付））については近畿経済産業局から管内府県担当者へ依頼
し、府県担当者から市町村の職員へ案内した。 
 
■申込方法：ウェブ上の応募フォーム 
 
■案内チラシ 

 
 

図表 2-1 情報連絡会案内チラシ 
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③開催結果 

１）開催内容 
■日時： 
・福井県会場： 令和６年 11 月 12 日（火）13 時 30 分〜17 時（13 時開場） 
・和歌山県会場：令和６年 11 月 21 日（木）13 時 30 分〜17 時（13 時開場） 
 
■会場： 
・福井県会場： 福井県商工会議所／会議室Ａ＆Ｂ 
・和歌山県会場：シェアオフィス和歌山駅／303 号室 
 
■プログラム： 
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■登壇者一覧 
〈福井県会場〉 

プログラム 所属 
０．開会挨拶 経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 

／電源開発調整官 内橋 研策 氏 
１．エネルギー政策に関
する最近の動向 

経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
／課⻑補佐 丹羽 康修 氏 

２．特別講演 (一社)再生可能エネルギー⻑期安定電源推進協会（REASP） 
／事務局⻑ 川崎 雄介 氏 

３．グッドプラクティス
発表 

敦賀市 企画政策部 政策推進課 嶺南 E コースト計画推進室  
／室⻑ 橋本 善仁 氏 
宮津市 市⺠環境部  
／市⺠環境課⻑(兼 SDGｓ総括課⻑)  ⼩⻄ 正樹 氏 

４．トークセッション 経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
／課⻑補佐 丹羽 康修 
経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
／事業計画認定第一係⻑ 中田 彰裕 氏 
(一社)再生可能エネルギー⻑期安定電源推進協会（REASP） 
／事務局⻑ 川崎 雄介 氏 
敦賀市 企画政策部 政策推進課 嶺南 E コースト計画推進室  
／室⻑ 橋本 善仁 氏 
宮津市 市⺠環境部  
／市⺠環境課⻑(兼 SDGｓ総括課⻑)  ⼩⻄ 正樹 氏 

 
 

１．再生可能エネルギーを巡る政策動向 
／資源エネルギー庁・近畿経済産業局 

２．特別講演：「地域と再生可能エネルギーの共生」 
／一般社団法人再生可能エネルギー⻑期安定電源推進協会(REASP) 

３．グッドプラクティス発表 
【福井県開催（11/12）】 

・事例①：「脱炭素先行地域への挑戦〜脱炭素を契機とした地域振興〜」 
／敦賀市（福井県） 

・事例②：「太陽光発電を活用した地域創生ＳＤＧｓ事業について」 
／宮津市（京都府） 

【和歌山県開催（11/21）】 
・事例①：「有田川エコプロジェクト」 

／有田川町（和歌山県） 
・事例②：「温泉を活用した発電の取組」 

／新温泉町（兵庫県） 
４．トークセッション「再エネの適正導入と地域経済の循環」 
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〈和歌山県会場〉 
プログラム 所属 

０．開会挨拶 経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 
／電源開発調整官 内橋 研策 氏 

１．エネルギー政策に関
する最近の動向 

経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
／係員 藤澤 俊太 氏 

２．特別講演 (一社)再生可能エネルギー⻑期安定電源推進協会（REASP） 
／事務局⻑ 川崎 雄介 氏 

３．グッドプラクティス
発表 

有田川町 建設環境部 環境衛生課  
／課⻑ 平松 紀幸 氏 
新温泉町   
／地域振興課⻑兼おんせん天国室⻑ 谷口 薫氏 

４．トークセッション 経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
／課⻑補佐 丹羽 康修 
経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
／事業計画認定第一係⻑ 中田 彰裕 氏 
経済産業省 近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 
／係員 藤澤 俊太 氏 
(一社)再生可能エネルギー⻑期安定電源推進協会（REASP） 
／事務局⻑ 川崎 雄介 氏 
有田川町 建設環境部 環境衛生課  
／課⻑ 平松 紀幸 氏 
新温泉町   
／地域振興課⻑兼おんせん天国室⻑ 谷口 薫氏 

 
■配布資料 
〈福井県会場〉 
・次第 
・資料１  エネルギー政策に関する最近の動向（近畿経済産業局） 
・資料２  特別講演：「地域と再生可能エネルギーの共生」一般社団法人再生可能エネルギー

⻑期安定電源推進協会（REASP）） 
・資料３  脱炭素先行地域への挑戦〜脱炭素を契機とした地域振興〜（敦賀市） 
・資料４  太陽光発電を活用した地域創生ＳＤＧｓ事業について（宮津市）  
・参考資料 近畿再エネ発電設備情報提供窓口のご案内チラシ 
・参考資料 再生可能エネルギーFIT・FIP 制度ガイドブック 2024 
・参加者アンケート 
 
〈和歌山県会場〉 
・次第 
・資料１  エネルギー政策に関する最近の動向（近畿経済産業局） 
・資料２  特別講演：「地域と再生可能エネルギーの共生」一般社団法人再生可能エネルギー

⻑期安定電源推進協会（REASP）） 
・資料３  有田川エコプロジェクト（有田川町） 



26 
 

・資料４  温泉熱（地熱）を活用したバイナリー発電と温度差発電（新温泉町）  
・参考資料 近畿再エネ発電設備情報提供窓口のご案内チラシ 
・参考資料 再生可能エネルギーFIT・FIP 制度ガイドブック 2024 
・参加者アンケート 
 
■会場風景 
〈福井県会場〉 

  

  

  
 
〈和歌山県会場〉 
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２）参加結果 
・福井県会場：33 名 

（現地：15 名、オンライン 18 名 ※申込者数：現地：15 名、オンライン 21 名） 
・和歌山県会場：21 名 

（現地：9 名、オンライン 12 名 ※申込者数：現地：10 名、オンライン 12 名） 
 
３）参加者アンケート結果 
■調査概要 
・目的：令和６年 11 月 12 日（火）（福井県内）、21 日（木）（和歌山県内）にリアルとオンライ

ンのハイブリット形式にて開催した「令和６年度情報連絡会：再エネを活用したまちづ
くりの未来〜地域経済の活性化と共に〜」の参加者にアンケートを実施することで、今
後の再エネ発電設備の適正導入と運用に関する⾃治体の皆様との連携に向けた取組の参
考にする。 

・対象：情報連絡会参加者 
・方法：各開催会場のおける紙アンケート及び WEB アンケート形式 
・調査期間：各情報連絡会終了から約 2 週間 
 
■調査項目 
問 1：参加された会場を教えてください。 
□福井県 □和歌山県 
 
問 2：参加形式を教えてください。 
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□会場参加 □オンライン参加 
 
問 3：貴殿は再生可能エネルギー発電設備導入に係る担当部署に所属されている方ですか。 
□はい、所属している 
□いいえ、所属していない 
□その他（        ） 
 
問 4：本情報連絡会にご参加された理由を教えてください。（複数回答） 
□改正再エネ特措法や FIT 制度等に関する情報を得たかったから 
□地方⾃治体向け情報閲覧システムに関する情報を得たかったから 
□他⾃治体の再エネ導入の取組事例に関心があったから 
□他⾃治体や近畿経済産業局と繋がりたかったから 
□その他（      ） 
 
問 5：「エネルギー政策に関する最近の動向／近畿経済産業局」は参考になりましたか。 
□大変参考になった 
□参考になった 
□どちらとも言えない 
□参考にならなかった 
⾃由記述（ご感想やご意見等）  
問 6：「特別講演：「地域と再生可能エネルギーの共生」／一般社団法人再生可能エネルギー⻑期
安定電源推進協会（REASP）」は参考になりましたか。 
□大変参考になった 
□参考になった 
□どちらとも言えない 
□参考にならなかった 
⾃由記述（ご感想やご意見等） 
 
問 7：「グッドプラクティス発表」は参考になりましたか。 
□大変参考になった 
□参考になった 
□どちらとも言えない 
□参考にならなかった 
⾃由記述（ご感想やご意見、参考となった事例等） 
 
問 8：「トークセッション：「再エネの適正導入と地域経済の循環」は参考になりましたか。 
□大変参考になった 
□参考になった 
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□どちらとも言えない 
□参考にならなかった 
⾃由記述（ご感想やご意見等） 
 
問 9：「地方⾃治体向け情報閲覧システム」について教えてください。 
□知っており、すでに活用している 
□知っていたが、活用したことはない 
□知らなかったが、今後活用したい 
□知らなかったが、活用する予定はない 
□その他（             ） 
 
問 10：「地方⾃治体向け情報閲覧システム」についてご意見・ご感想、ご要望があればご記入く
ださい。 
⾃由記述 
 
問 11：「近畿再エネ発電設備情報提供窓口（通称：K フィットセンター）」について教えてくだ
さい。 
□知っており、すでに活用している 
□知っていたが、活用したことはない 
□知らなかったが、今後活用したい 
□知らなかったが、活用する予定はない 
□その他（             ） 
 
問 12：「近畿再エネ発電設備情報提供窓口（通称：K フィットセンター）」についてご意見・ご
感想、ご要望があればご記入ください。 
⾃由記述 
 
問 13：再エネに関心のある事業者とのマッチング（事業者との連携）に関心はありますか。 
□はい 
□いいえ 
 
問 14：今後、年間を通じた定期的な連携会議（オンライン含む）が開催される場合は参加した
いですか。 
□はい 
□いいえ 
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・集計結果 
〈全県〉 

 

 
  

図表 2-2 情報連絡会参加者アンケート集計結果 
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〈福井県会場〉 
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〈和歌山県〉 
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（２）事前アンケートの実施 
情報連絡会に向けた情報収集、再エネ導入・推進にかかる事例発掘を目的として、特設サイト

を利用してアンケートを実施した。 
 
①調査概要 
１）調査目的 

再エネ発電設備導入にあたり法令違反等の対応への課題抽出や、円滑な連携体制を構築してい
る事例の発掘を目的とした。 

 
２）調査対象 
・近畿管内の地方⾃治体（府県含む 222 ⾃治体） 
 
３）調査方法 
・web アンケート（https://www.kinki-saiene-2024.go.jp/） 
 
４）調査期間 
・令和６年 7 月 4 日（木）〜7 月 31 日（水） 
 
５）調査項目 

 

 
 

図表 2-3 事前アンケート web アンケート回答ページ 
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②調査結果 
・回答数／回答率：38 件／17.1% ※発送（案内）数：222 件 
・回答⾃治体内訳：福井県４、滋賀県５、京都府８、大阪府９、兵庫県０、奈良県９、 

和歌山県３ 
〔別添納品物〕 
・事前アンケート回答結果 
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（３）先進事例ヒアリング 
先進的取組や設備を有する⾃治体へのヒアリングと取りまとめを行った。構成については、⾃

治体の基本情報、事例の概要、参考となる取組のポイント、今後の展望や課題等を記載した。 
 
①実施概要 
１）目的 

近畿管内の⾃治体に対して地域と共生した再エネの適正導入拡大を図る先進事例の発掘等（不
適切案件の解消に向けた取組含む）に関するヒアリングを実施し、再エネ発電設備関連事業に係
る検討材料や、経済産業省内及び省外への先進事例紹介を目的する。 

 
２）ヒアリングの対象 
・近畿管内の⾃治体 
 
３）ヒアリング方法及び時間 
・原則対面にて１〜２時間 ※対面でのヒアリング不可の場合オンライン可 
 
４）ヒアリング期間 
・令和 6 年 9 月〜12 月 
 
５）ヒアリング対象⾃治体の選定 

デスクリサーチや事前アンケート調査（ウェブ形式）結果を基に近畿経済産業局と協議の結果
以下⾃治体を選定した。 
 
■選定数：  10 ⾃治体 
■選定⾃治体： 

・福井県：池田町、敦賀市 
・滋賀県：湖南市 
・京都府：福知山市、宮津市 
・大阪府：堺市 
・兵庫県：宍粟市、新温泉町 
・奈良県：生駒市  
・和歌山県：有田川町 
 

 
６）ヒアリング項目 
ア 地域と再エネ設備の共生に係る事例 
イ 法令違反等、不適切な再エネ発電設備に係る事例 
ウ 再エネ発電設備に係るご意見、ご要望など 
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③実施結果 
１）実施先及び日時 

ヒアリング先 
実施日時 実地場所等 

⾃治体名 担当課 
生駒市 地域活力創生部 ＳＤＧｓ推

進課 
９月 26 日(木) 
15 時 00 分〜 

生駒市役所 

湖南市 環境経済部 環境政策課 
地域エネルギー室 

９月 27 日(金) 
９時 30 分〜 

湖南市役所 

堺市 環境局 
カーボンニュートラル推進部 
脱炭素先行地域推進室 

９月 27 日(金) 
15 時 00 分〜 

堺市役所 

敦賀市 企画政策部政策推進課 
嶺南Ｅコースト計画推進室 

11 月 11 日(月) 
９時 15 分〜 

敦賀市役所 

池田町 総務財政課 環境政策室 11 月 11 日(月) 
13 時 00 分〜 

池田町役場 

有田川町 建設環境部 環境衛生課 11 月 20 日(水) 
14 時 00 分〜 

有田川町役場（吉備庁
舎） 

新温泉町 地域振興課⻑兼おんせん天国
室 

12 月 10 日(火) 
９時 00 分〜 

新温泉町⺠センター  

宍粟市 産業部 森林環境課 
環境企画係 

12 月 10 日(火) 
９時 00 分〜 

宍粟市役所 

福知山市 産業政策部 エネルギー・環境
戦略課 

12 月 11 日(水) 
９時 30 分〜 

福知山市役所 

宮津市 市⺠環境課 12 月 11 日(水) 
14 時 00 分〜 

宮津市役所 

 
２）ヒアリング調査結果 

ヒアリング調査に基づき、各⾃治体の詳細版 10 件（ワードファイル詳細版）及び調査レポー
ト（パワーポイント）を作成した。 
 
 
  

図表 2-4 ヒアリング調査結果レポート 

























（様式２）

頁 図表番号
3 1-1

4 1-2

5 1-3
6 1-4
7 1-5
10 1-6
12 1-7
12 1-8
13 1-9
13 1-10
14 1-11
16 1-12
17 1-13

18 1-14

21 1-15
22 2-1
31 2-2
56 2-3
61 2-4

窓口開設の案内チラシ
近畿経済産業局ホームページにおけるセンター
情報掲載
不適切案件対応の工程
本業務において構築したデータベースの構成

受注事業者名 株式会社地域計画建築
研究所

事前アンケートwebアンケート回答ページ
ヒアリング調査結果レポート

不適切案件対応の類型（図・表）
不適切案件対応の類型（表・グラフ）

「不適切案件対応の類型」別の1件あたりの対応
に要した連絡回数（表・グラフ）

提供すべき情報

設備の運営方法（表・グラフ）
不適切性（表・グラフ）

本年度発生した不適切案件の一覧（85件）

タイトル

情報連絡会案内チラシ
情報連絡会参加者アンケート集計結果

現地調査の一覧（26件）
通報（情報提供）の経緯（表・グラフ）
発電出力（表・グラフ）
設備の運営方法（表・グラフ）

二次利用未承諾リスト

委託事業名

報告書の題名
令和６年度固定価格買取制度等の効率
的・安定的な運用のための業務（近畿
経済産業局の固定価格買取制度等にお
ける事業計画実施等の適正化事業）




